
～～函南町学校給食費の公会計化について～～ 

 

現在、町立幼稚園・小学校・中学校の学校給食費は「私会計」として園・学校ごとに集金・管理 

をしていますが、令和８年４月から、学校給食費を「公会計」とし、町が集金・管理を行います。 

  ３月に別途、案内を通知いたしますので、ご確認ください。 

 ※小学校学校給食費については無償化となる見込みですので、お支払方法の登録は必要ありません。 

 

☆給食費公会計化とは？ 

 Ａ．学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れることです。文部科学省では学校給食費を公会計

化し、保護者からの学校給食費の集金・管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことを

促進しています。 

☆なぜ、公会計化が必要なの？ 

 Ａ．保護者の皆さんの利便性向上と、教職員の事務負担を軽減し、学校における働き方改革を推進

するためです。 

☆どうやって支払うの？ 

 Ａ．口座振替またはクレジットカード決済でお支払いください。※手数料は町で負担します。 

☆振替口座またはクレジットカード情報の登録方法は？ 

 Ａ．新たに導入するサイト「函南町学校給食管理サイト」からご登録いただきます。登録に必要な

ID、パスワードは、別途郵送いたしますので、ご確認いただき、登録をお願いします。 

☆校納金（学年費や積立金など）の集金は？ 

 Ａ．園・学校で徴収、管理を行います。今まで、学校給食費とあわせて校納金の口座振替をしてい

たため、口座振替手数料は町で負担しておりましたが、令和８年４月より、校納金の口座振替手

数料は、保護者負担となりますので、ご了承ください。 

☆学校給食費の金額と納期限は？ 

 Ａ．金額と納期限は次のとおりです。 

幼稚園 3,600 円／月 253 円／食  

小学校 4,900 円／月 295 円／食 ※令和８年４月より無償化となる見込みです 

中学校 5,900 円／月 355 円／食  
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問合せ先 

函南町教育委員会 学校教育課 

電話番号 ０５５－９７９－８１２１（直通） 

メール gakkou@town.kannami.shizuoka.jp 


